
 

 

 
 

News Release 
2021年3月22日 

 株式会社ジュピターテレコム 

ジェイコム少額短期保険株式会社 
 
 

「持ち家あんしん保険」を 6月 1日から販売開始  
台風や集中豪雨などの自然災害や近隣トラブルに備える、 

持ち家世帯向けの充実補償とサービスをセットで提供 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
株式会社ジュピターテレコム（J:COM、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石川 雄三）のグループ会社であるジ

ェイコム少額短期保険株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：寺嶋 博礼、以下「ジェイコム少額短期保

険」）は、2021年6月1日（火）より、急増する自然災害や近隣トラブル＊1に備える補償とサービスを組み合わせた「持

ち家あんしん保険」の販売を開始いたします。 
＊１ 被保険者の私生活において生じた近隣トラブル 
 

昨年 11 月に販売開始した「ネットあんしん保険」に続く第二号商品となる「持ち家あんしん保険」は、火災、風災、水災

などの自然災害や盗難などの事故が原因で、お客さまの家財（家具、家電、寝具、衣類、趣味・嗜好品、日用品等）が

損害を受けた際に再調達するための費用及び近隣トラブルの対応・解決のための法律相談費用や弁護士費用を補償

する保険です。生活インフラ事業者である J:COM として「簡単に引っ越しができない」という持ち家世帯ならではの不

安やお困りごとにお応えしたいという想いから、この保険が誕生しました。 
 

「災害大国」といわれる日本は、地形・地質・気象等の特性により、海外に比べ、自然災害が発生しやすい国土と言わ

れています。2018年7月の西日本豪雨、2019年9月の台風19号（千葉県を中心に甚大な被害）、2020年7月の豪

雨（熊本豪雨）など、近年、特に台風や集中豪雨など風水災が非常に多く発生しており、戸建てだけでなく、排水溝やマ

ンホールからの浸水、逆流でマンション世帯も被害に遭っています。金融機関で住宅ローンを契約する際、火災保険

への加入を勧められることが多いため、持ち家世帯の「建物」に対する火災保険加入率は非常に高い一方、「家財」を

火災保険の補償対象に含めていない方も少なくありません。風水災に遭うと、「建物」はもちろん家具、家電、寝具、衣

類など、生活に必要な「家財」も使用できない状況になり、生活再建の負担になってしまうため、「持ち家あんしん保険」

では、家財損害保険金をお支払いするとともに、残存物の片づけや臨時宿泊などにかかる付帯費用もあわせて補償

いたします。 
 

また、コロナ禍による在宅時間増の影響で「騒音・振動」「異臭」「ペット」など、近隣住民とのトラブルも増加傾向にあり

ます。ご近所付き合いの複雑化を避けるため、解決に消極的となり、結果的に取り返しのつかない状態に発展するケ

ースも起きていますが、このような場合、当事者同士では、感情的な対立でなかなか話し合いがスムーズに進まない

こともあるため、弁護士などの専門家に対応を依頼することが有効です。「持ち家あんしん保険」では、日本弁護士連

合会と提携し、お住いの地域などから弁護士をご紹介。法律相談費用、弁護士費用を補償しますので、解決方法の相

談や内容証明の送付、示談交渉、慰謝料請求など、専門的な手続きを弁護士に相談、委任することができます。また、

水回り、鍵、ガラスのトラブルに遭遇した際、24 時間 365 日、出張費・作業費無料＊2で対応する「生活救急サービス」

（ご契約者さま専用）を提供し、お客さまの毎日の暮らしをサポートいたします。 
＊2 部品代、特殊作業代などの別料金が発生する場合があります。 
 

「J:COMほけん」では、今後もお客さまの生活に「あんしん」をお届けする保険商品を開発してまいります。 



＜商品概要：「持ち家あんしん保険」＞ 
 

商品名 持ち家あんしん保険 

販売開始日 2021年6月1日（火） 

お申込みいただける方 
成人している個人 

※J:COMサービスの加入・未加入を問わず、ご契約可能 

対象となる住宅 

日本国内の持ち家＊
 

＊記名被保険者（保険証券に記載する補償の対象となる方）または記名被保険者の親族が所有（いわゆる「持ち

家」）し、かつ、記名被保険者が日本国内で居住する住宅 

月額保険料 
700円～1,200円 

※下記補償プラン参照 

主な保険金の種類 

及びお支払いする事由 

◆家財損害保険金 

以下の事故によって家財に損害が生じた場合 

①火災 ②落雷 ③破裂または爆発 ④風災、ひょう災、雪災 

⑤対象住宅外部からの物体の落下、飛来等  

⑥給排水設備の事故、対象住宅以外の事故による水漏れ  

⑦騒じょう、集団行動による暴力行為、破壊行為 ➇水災による床上浸水等 ⑨盗難 
 
◆近隣トラブル法律相談・弁護士費用保険金 

以下の近隣トラブルを解決するために法律相談費用・弁護士費用が生じた場合 

①ゴミ、廃棄物等の投棄  

②騒音、振動、日照、通気、景観、電波障害または異臭・悪臭等  

③動物もしくは植物の飼育または一時的な持込み  

④対象住宅の隣地からの樹木の越境または物の放置（いわゆる境界問題を除く）  

⑤自動車、原動機付自転車または自転車等の車両の所有、使用、管理または駐車・駐輪  

⑥道路または共用部の使用  

⑦空き家問題  

⑧誹謗中傷、風評被害、いじめまたはいやがらせ行為 

（インターネットを通じて行われた場合を除く）  

⑨認知症に起因するひとり歩き  

⑩のぞき、盗撮、盗聴、住居侵入等またはストーカー行為等 

（他人の行為によって被保険者が被害を被った場合に限る） 

Webサイト https://www.jcom-ssi.co.jp/ 

 

◆補償プラン 
 

補償プラン Aプラン Bプラン Cプラン 

月額保険料 700円 980円 1,200円 

保
険
金
額 

家財 300万円 500万円 700万円 

付帯費用 

［保険金の種類］支払限度（1事故につき） 

［臨時費用保険金］ 

 ［残存物取片づけ費用保険金］ 

［臨時宿泊費用保険金］ 

［蜂・鳥の巣駆除費用保険金］ 

［ストーカー対策費用保険金］ 

家財保険金額の 20％または 100万円のいずれか低い額 

家財保険金額の 10％ 

20万円かつ、1泊につき 3万円 

3万円 （1保険期間中：3事故まで） 

30万円 

近隣トラブル 

［近隣トラブル法律相談費用］ 1事故：3万円 （1保険期間中：2事故まで） 

[近隣トラブル弁護士費用] 

1事故：50万円 

（1保険期間中：2事故まで） 

[近隣トラブル弁護士費用] 

1事故：100万円 

（1保険期間中：2事故まで） 

[近隣トラブル弁護士費用] 

1事故：150万円 

（1保険期間中：2事故まで） 

付帯サービス 
◆生活救急サービス 

＊水まわりや鍵、ガラスのトラブル等の緊急かけつけ（24時間、365日受付） 
＊ハウスクリーニングや家事代行を行う「総合生活サポートサービス」を優待価格で利用可 

https://www.jcom-ssi.co.jp/


【少額短期保険業とは】  

2006 年 4 月の改正保険業法の施行により導入された、保険業のうち一定の事業規模の範囲内において、引受を行う事業。
保険金額が少額（上限 1,000 万円）、保険期間が短期（生命保険、医療保険などの第一分野、第三分野は 1 年以内、損害保
険の第二分野は 2年以内）の保険で、生活に密着したニッチな商品が多いことも特徴。通称「ミニ保険」。 

［参考］ 少額短期保険業界概況（2020年3月末日時点、「一般社団法人日本少額短期保険協会」調べ） 
保有契約件数 883万件、収入保険料 1,074億円、事業者数 103社 
 

ジュピターテレコムについて  http://www.jcom.co.jp/ 

株式会社ジュピターテレコム（本社：東京都千代田区）は、1995 年に設立された国内最大手のケーブルテレビ事業・番組供給事業統括運営
会社です。ケーブルテレビ事業は、札幌、仙台、関東、関西、九州・山口エリアの 11 社 70 局を通じて約 557 万世帯のお客さまにケーブ
ルテレビ、高速インターネット接続、電話、モバイル、電力、ホーム IoT 等のサービスを提供しています。ホームパス世帯（敷設工事が済
み、いつでも加入いただける世帯）は約 2,180万世帯です。番組供給事業においては、16の専門チャンネルに出資及び運営を行い、ケー
ブルテレビ、衛星放送、IP マルチキャスト放送等への番組供給を中心としたコンテンツ事業を統括しています。 

※世帯数は 2020 年 12 月末現在の数字です。 

http://www.jcom.co.jp/

